
尾張旭市監査公表第１８号 
令和８年２月３日付け尾張旭市監査公表第４号をもって公表した定例監査結果報告

について、令和８年２月２５日付け７上経第１６６号で市長から措置を講じた旨の通

知がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の

規定により次のとおり公表します。 
令和８年３月３０日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　市　原　誠　二　　　　　 

 
尾張旭市水道事業（上下水道部経営政策課及び上水道課） 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 経営政策課において、水道管布設工事

（区画整理関連）請負契約締結について、

令和７年１０月３日付けで起案したが、決

裁権者（市長）の決裁を得ないまま、同月

９日、契約を締結していた。なお、決裁を

受けたのは、同月１０日であった。 
また、上水道課において、断水作業等補

助業務委託の契約締結について、令和７年

４月１８日付けで起案したが、決裁権者

（課長）の決裁を得ないまま、同月２１日、

契約を締結していた。なお、決裁を受けた

のは、同月２２日であった。 
契約事務を適切に実施されたい。

契約書の押印時に決裁日と契約日を確

認するよう、事務手順の再確認を実施し

た。  

今後は、尾張旭市水道事業の組織及び

処務に関する規程に基づき、適切に事務

を実施する。

 尾張旭市水道事業（以下「水道事業」と

いう。）職員の被服貸与については、尾張

旭市水道事業職員被服貸与に関する基準

（昭和６２年尾張旭市水道事業要綱等）第

３項で、貸与品の管理、返納、賠償及び処

分については、尾張旭市職員被服貸与規程

（昭和４６年尾張旭市訓令第１号。以下

「被服貸与規程」という。）によるものと

されている。 
この点、被服貸与規程第３条の規定によ

り、貸与被服台帳を備えなければならない

ところ、水道事業は備えていなかった。 
被服貸与事務を適切に実施されたい。

指摘事項について、尾張旭市職員被服 
貸与規程に基づき、貸与被服台帳を作成

した。 
今後は、作成した台帳により、適切に管 

理を実施する。



 尾張旭市工事請負契約保証事務取扱要

領（平成１３年尾張旭市要綱等）によれば、

工事請負契約における契約の保証の事務

において、契約担当者は、契約保証金等整

理簿を整理するものとされており、工事目

的物の引渡しがあった場合、同整理簿に引

渡日を記載するものとされている。 
しかしながら、上水道施設修繕に関し

て、令和７年１１月１８日に工事目的物の

引渡しがあったにもかかわらず、同整理簿

に引渡日が記載されていなかった。 
契約の保証の事務を適切に実施された

い。

対象工事の整理簿に、引渡日を追記し

是正した。 
また、今後は尾張旭市工事請負契約保

証事務取扱要領及び契約保証事務の手引

に基づき、適切に事務を実施するよう職

員に周知した。 


